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永原学園へのご支援をお考えの皆さま




本学園では、昭和29年の准学校法人、昭和38年の学校法人設立以来、西九州大学、西九州大学短期大学部、西九州大学附属三光幼稚園、西九州大学附属三光保育園、西九州大学佐賀調理製菓専門学校を擁する教育機関として、「健康と福祉及び教育・保育の探求」をテーマに掲げ、質の高い教育研究と有意な人材の育成並びに地域社会への貢献に努めております。本学園の教育研究の更なる向上・発展のため、個人(卒業生、保護者、教職員、一般篤志)・法人・団体の皆様の格別なるご支援、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。


    

	目　　的	教育研究活性化資金、アスリート応援寄附金、国際交流資金、学生への奨学支援、地域貢献支援
	寄附金額	1口5,000円　複数口でのご支援を頂けましたら幸いです。
	申込方法	インターネットF-REGIまたは書面によるお申込み

    問合せ先（法人本部財務課）

    佐賀県佐賀市神園三丁目18-15

    TEL：0952-31-6806

    E-mail：hojin@nisikyu-u.ac.jp









    
    
    



税制上の優遇措置



    

    


個人によるご寄附
    



〈所得税〉税額控除又は所得控除のどちらか一方となります。

    
① 税額控除＝（寄附金額－2千円）×40%

※控除対象となる寄附金の額は、年間総所得額等の40%が上限となります。

※所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

    


    
	■ 目安表（税額控除を行った場合の税金減少額）　◎個人の所得額や各控除額により異なります。	〔単位：円〕



	課税所得金額	寄附額
	5千円	1万円	5万円	10万円	50万円
	300万円	寄附による減税額	1,200	3,200	19,200	39,200	50,625
	600万円	寄附による減税額	1,200	3,200	19,200	39,200	193,125
	900万円	寄附による減税額	1,200	3,200	19,200	39,200	199,200


    
② 所得控除＝寄附金額（所得の40%限度）－ 2千円

※控除対象となる寄附金の額は、年間総所得額等の40%が上限となります。

    
	■ 目安表（所得控除を行った場合の税金減少額）　◎個人の所得額や各控除額により異なります。	〔単位：円〕



	課税所得金額	寄附額
	5千円	1万円	5万円	10万円	50万円
	300万円	寄附による減税額	300	800	4,800	9,800	49,800
	600万円	寄附による減税額	600	1,600	9,600	19,600	99,600
	900万円	寄附による減税額	990	1,840	11,040	22,540	114,540


    
〈住民税〉都道府県が指定した寄附金　寄附金額（総所得金額等の30％が上限）－ 2千円　×　4％

　　　　　市町村が指定した寄附金　　寄附金額（総所得金額等の30％が上限）－ 2千円　×　6％


　　　　　 ※控除対象となる寄附金の額は、年間総所得額等の40%が上限となります。

    
    


企業等法人によるご寄附
 


受配者指定寄附金（日本私立学校振興・共済事業団）

寄附金の全額を損金算入にすることが可能な制度がありますので、財務課へご連絡ください。

 



    
    

永原学園へのご支援によるお礼とご報告



    
    

    

   昨年度、皆様の温かいご寄附により令和5年度永原奨学金として、
支援することができましたので、お礼と共にご報告いたします。





    [image: ]



    [image: ]    

  

    [image: ]  

  





    
	お問合せ	
学校法人永原学園　法人本部財務課

〒840-0806　佐賀市神園三丁目18番15号

TEL：0952-31-6806　FAX：0952-31-9044

E-mail：hojin@nisikyu-u.ac.jp
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